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第 74 号

　令和５年３月27日午前10時より第56回香川用水土地改良区通常総代会を高松市木太町の高松国際ホテルにて行い
ました。令和２年から３年間、新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、書面議決で開催しておりました
が、今年度の総代会は４年ぶりの通常開催となりました。総代138名中105名にご出席いただき、池田香川県知事、
高城県議会議長、木下吉野川本部長、南保香川用水管理所長、平山香川用水二期農業水利事業所長ほか、多数のご
来賓のご臨席を賜り開催しました。
　当日は、五所野尾理事長の招集挨拶の後、議長に高松市選出の総代 松本芳博氏を選出し、事務局より５件の報
告事項の後、令和５年度事業計画及び収支予算など11議案について審議され、いずれも原案どおり承認されまし
た。最後に三笠副理事長の閉会挨拶で総代会は滞りなく終了しました。

可決された議案可決された議案
第１号議案　令和３年度事業報告及び財産目録の承認について
第２号議案　令和３年度収支決算の承認について
第３号議案　令和４年度収支補正予算について
第４号議案　令和５年度賦課金の額並びに賦課徴収の時期及び方法について
第５号議案　令和５年度加入金の額並びに徴収の時期及び方法について
第６号議案　令和５年度決済金の額並びに徴収の時期及び方法について
第７号議案　令和５年度事業計画及び収支予算について
第８号議案　令和５年度配水計画について
第９号議案　令和５年度一時借入金について
第10号議案　令和５年度預入先金融機関の決定について
第11号議案　香川用水維持管理計画書の変更について

－令和５年度収支予算などを議決－
通常総代会を開催通常総代会を開催
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五所野尾理事長挨拶五所野尾理事長挨拶
　第56回香川用水土地改良区通常総代会の開会にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。
　香川用水土地改良区の通常総代会につきましては、令和２年３月開催の第53回通常総代
会から３年続けて、総代の皆様のご理解のもと、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、書面議決を活用した少人数での総代会開催とさせていただいておりましたが、ようや
く４年振りに通常に開催できますことを大変喜ばしく思います。
　本日お集まりいただきました総代の皆様や役員の皆様方には、公私ともにお忙しい中ご
出席いただきましたこと、また、日頃香川用水土地改良区の運営、管理全般にわたり、ご
支援、ご協力をいただいておりますことに対しまして、心から厚くお礼を申し上げます。
　香川用水の水事情についてですが、昨年は、香川用水の水源であります早明浦ダムでは、

年初来の少雨傾向によるダムの貯水率低下に伴い、２月18日から冬渇水としては23年振りに取水制限が実施され、
９月20日に終止符が打たれるまでの215日間、香川用水が通水されて以来、最長の期間に及び取水制限が実施され
ました。この間取水量を50％削減する第３次取水制限が実施されることとなり、急遽、かんがい期間中としては９
年振りに配水管理委員会を開催し、制限強化時の配水調整等について協議をさせていただいたところであります
が、関係の皆様のご協力等により、農作物への大きな被害もなく実りの秋を迎えることができ、改めて地元水利団
体の皆様に感謝申し上げます。
　次に賦課金の収納状況についてですが、香川用水土地改良区運営の原資となっております令和４年度の経常費賦
課金8,916万円余につきましては、関係市町の香川用水に対する温かいご理解により、昨年６月末までに全額納入
をいただいており、心から感謝申し上げます。一方、昨年12月15日を徴収期限としておりました香川用水の配水管
理や維持修繕に必要な維持管理費賦課金１億5,438万円余についても全額納入をいただいております。賦課金の収
納にあたっては、改めて、組合員をはじめ県民のご理解と関係市町、土地改良区、並びに水利組合の代表者など、
関係の皆様のご協力に対して心から厚くお礼申し上げます。
　次に、３点目は国営香川用水二期地区についてでありますが、今年度、15億円の事業費で10件の工事が進めら
れ、事業費ベースで98％の進捗率となり、計画していた幹線水路全区間の工事を終えられたところであります。最
終年度の令和５年度には、本事業の総仕上げとして、残事業費３億3,000万円で当土地改良区から要望している付
帯工事等も実施していただき、本事業が完了となる運びとなっております。今後は本事業の効果が発揮され、将来
に向けて香川用水の幹線水路施設の維持管理と配水管理の万全な体制が確立できるよう、国をはじめ県・市町、地
元土地改良区など関係機関とこれまで以上の連携に努めて参りたいと考えております。
　今後とも適正な改良区運営と適切な維持管理により、香川用水が香川県民の命の水、水源地域の友情の水とし
て、更には本県農業を支える命脈として、広く県民に認識されますよう総代の皆様をはじめ関係者皆様方のご理解
とご協力、ご支援をお願い申し上げ、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。

＜おことわり＞紙面の都合により要約させていただきました。

「役員（理事）」補欠選挙の結果「役員（理事）」補欠選挙の結果
　役員（理事）３名の欠員に伴い、令和５年３月27日開催の第56回香川用水土地改良区通常総代会に
おいて、役員（理事）補欠選挙を予定していましたが、定数内での立候補届となり、次の方が無投票
で当選されました。
　任期は、令和５年４月３日から残任期間の令和６年10月23日までです。

（理事） 被選挙区域名 当選人氏名 所属委員会
全 県 区 尾 崎 　 道 広 総 務 委 員 会
第 １ 被 選 挙 区 上 原 　　  勉 財 務 委 員 会
第 13 被 選 挙 区 古 川 　 幸 義 施設管理委員会
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支出総額
438,000

収入総額
438,000

事務費
85,903
（19.6％）

維持管理費
288,175（65.8％）

国営管理費
215,799（49.3％）

水機構営管理費
72,376
（16.5％）

特定資産積立
63,922
（14.6％）

賦課金
242,080
（55.3％）

経常費
88,680
（20.3％）

維持管理費
153,400
（35.0％）

決済金
32,830
（7.5％）

負担金
87,500
（20.0％）

補助金
22,166（5.1％）

諸収入
9,721（2.2％）

特定資産取崩
603（0.1％）

繰越金
43,100
（9.8％）

　第56回通常総代会において、令和５年度一般会計の当初予算が議決されました。一般会計の収支予算は、下記の
とおりとなっています。

賦課金
・経 常 費 賦 課 金	 10アール当たり400円（前年度と同額）　　納付期限　令和５年６月30日
・維持管理費賦課金	 10アール当たり800円（前年度と同額）　　納付期限　令和５年12月15日

加入金
　令和５年度中に香川用水土地改良区へ新規加入する農地については、10アール当たり水量別に建設費償還賦課金
を清算した次の額を加入金として納めていただくことになります。

10アール当たり水量
� ㎥

150
� ㎥

200
� ㎥

250
� ㎥

300
� ㎥

350
� ㎥

400
� ㎥

450
� ㎥

500
� ㎥

550
� ㎥

600
� ㎥

660

加　入　金
� 円

21,670
� 円

25,120
� 円

28,580
� 円

32,020
� 円

35,490
� 円

38,940
� 円

42,400
� 円

45,850
� 円

49,310
� 円

52,760
� 円

56,900

決済金
・香川用水決済金	 １平方メートル当たり26円（前年度と同額）

（　　）内は構成率を示す

（単位：千円）

一般会計収支予算

各種賦課金・加入金・決済金の10アール当たり単価 前年度と同額

一般会計予算 4億3,800万円
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　香川用水幹線水路の老朽化対策と耐震化対策を行う国営かんがい排水事業「香川用水二期地区」は、平成26年度
に着工され、今年度が最終年度となる10年目を迎えております。令和４年度は、農業専用区間の各所において、鞘
管工（PIP工法）やダクタイル鋳鉄管への布設替工による管水路改修、開水路の補強改修、ゲート・バルブ等の整
備工事が実施されました。
　事業完了年度となる令和５年度は、幹線用水路に設置されているチェックゲートの改修、空気弁の移設等、主に
付帯設備の改修が予定されております。
　工事の実施に際し、関係水利団体及び、近隣の周辺地域住民の皆様方には何かとご不便、ご迷惑をおかけいたし
ますが、ご理解とご協力のほど宜しくお願いします。

令和４年度工事実施状況

年度別実施計画表
全体計画 令和４年度迄 令和５年度

施設名 事業量 事業量 事業量
⒈ 用水路 27.7km 27.7km 整備工

⑴東西分水工 0.1km 0.1km 整備工
⑵東部幹線用水路 19.9km 19.9km 整備工
⑶西部幹線用水路 4.6km 4.6km 整備工
⑷高瀬支線用水路 3.1km 3.1km 整備工

⒉ 水管理施設

１式 １式 整備工
・中央管理所
・中継所及び子局
・通信施設等

⒊ 揚水機場 ２カ所 ２カ所 整備工
⑴東部幹線揚水機場 １カ所 １カ所 整備工
⑵大池揚水機場 １カ所 １カ所 整備工

⒋ 工事諸費等 １式 測量、設計他 測量、設計他
事業費（百万円） 17,200 16,867 333
累計進度 100％ 98％ ２％

15工区改修状況（さぬき市）

東部幹線用水路第14～16工区管水路改修工事

三郎池調整分水工整備状況（高松市）

幹線用水路弁類改修（その２）工事

「国営香川用水二期土地改良事業」の動きNo.17

香川用水二期事業の工事実施状況について
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【年度別実施計画表】
全体計画 令和４年度迄 令和５年度 令和６年度

施設名 事業量 事業量 事業量 事業量
⒈ 取水施設
⑴取水工（水路、擁壁等） １式
⑵長野川水路橋 １式

⒉ 東部幹線水路
⑴開水路施設（盛土部） 0.35km
⑵水位調節施設 ２カ所

⒊ 高瀬支線水路
⑴サイホン施設 2.7km
⑵トンネル施設 1.1km
⑶水位調節施設 １カ所

⒋ 測量設計等 １式
事業費（百万円） 3,800 3,299 300 201

累計進度 100％ 87％ ８％ ５％ 現在の取水工

　令和５年１月12日（木）、第43回施設管理委員会（香川芳文委員長）において、徳島県三好市池田町にある香川
用水取水工及び池田ダムの現地視察を実施しました。
　施設管理委員会では、委員会の開催に併せて委員の皆様に香川用水施設を直接見てもらう良い機会であることか
ら、毎年この時期に現地視察を行っております。今回は、香川用水にとって非常に重要な両施設の視察をしていた
だくことで、香川用水に対する理解をより一層深めていただきました。

　水資源機構営「香川用水施設緊急対策事業」が総事業費38億円、事業工期が令和２年度から令和６年度の５年間
で実施されています。昨年度迄に、本事業の主たる工事である高瀬支線水路のサイホン改築及びトンネル補強工事
が完了しました。令和５年度は、長野川水路橋及び東部幹線水路の開水路部の耐震化対策工事を完成させるととも
に、取水工及び東部幹線水路の水位調整施設の耐震化対策工事が実施されます。

南保所長説明

全景

吉野川からの取入口

概要説明

取水工内部（トラベリングスクリーン）

現地説明

「水資源機構営」

香川用水施設緊急対策事業の進捗状況について

香川用水取水工・池田ダム現地視察
第43回香川用水土地改良区施設管理委員会

香川用水取水工

池田ダム
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組合員の皆様へ お願い
こんな時は必ず届出が必要です！

★組合員の住所変更   ★組合員の死亡等による農地の相続
★農業者年金受給による経営移譲 ★農地の賃貸借または解約した場合
★農地の売買、贈与、交換等により所有権移転があった場合

　農地を宅地など農地以外に転用する場合、組合員が申請手続きをし、土地改良区の意見
書の交付を受けるとともに、決済金（１㎡当たり２６円）の納付が必要です。

※土地改良区に届出がなければ、賦課金は従来の組合員に課されます。

組合員の資格等に変更があった時

農地転用したい時

　公共用地（国道、県道、市町道、河川等）として、買収又は寄付した農地を転用した場合に
も一般転用と同様に決済金が必要です。
　公共用地への転用は農地法に基づく転用手続きが免除されており土地改良区に通知さ
れません。
　関係公共機関にもお願いしておりますが、組合員の皆様も用地買収時に決済金の支払
い方法等十分に話し合われ、問題が生じないようにお願いします。

公共用地として転用された時

お問い合せ先：香川用水土地改良区（☎087-802-5722財務課）
　又は関係市町担当課・関係土地改良区

資格得喪
届
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事務局長就退任のお知らせ事務局長就退任のお知らせ

　令和５年３月31日付で小山事務局長が退職され、新しく事務局長に前香川県農政水
産部次長の井川一郎氏を迎えました。
　小山前事務局長は、令和２年４月に当改良区の事務局長に就任し、香川用水土地改
良区の運営に約３年間尽力されました。その間、複式簿記をはじめ、GISや賦課システ
ムの導入に着手し、当改良区の発展に寄与されました。また、対外的な会議や研修視
察等を促したり、職員一人ひとりと向き合うなど、細やかで的確なご指導を賜りあり
がとうございました。これまでのご労苦に心から感謝申し上げます。

就任ご挨拶
４月１日付で事務局長に就任しました井川一郎です。
香川県在職中は、土地改良区をはじめ関係の皆様には大変お世話になりました。
今後も一層のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。

小山 輝己 氏が退職
新事務局長に

前香川県農政水産部次長
井川 一郎 氏を迎える！

事務局新組織図事務局新組織図
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主
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主
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主
任
主
事
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任
主
事

主
任
主
事

山
田

　
　勇

藤
井

　
　新

大
西

　俊
輝

柏
原

　俊
文

辻

　
　菜
摘

杉
峰

　一
輝

太
田

　康
平

黒
川

　智
史

大
平

　輝
子

松
原

　泰
斗

藤
井

　大
輔

森

　
　翔
吾

中
川

　
　舞

藤
原

　実
優

神
髙

　大
樹

小山　輝己氏
（前事務局長）

井川　一郎氏
（新事務局長）

7



＝香川用水土地改良区の主な動き＝＝香川用水土地改良区の主な動き＝
令和４年
11月７日　常任委員長会	

16日　第42回財務委員会
12月１日　香川用水周知会（東讃）	

２日　香川用水周知会（中讃）	
５日　香川用水周知会（西讃）	
６日　全国大規模農業水利事業協議会 県選出国会議員要望

令和５年
１月12日　第43回施設管理委員会	

23日　第64回配水管理委員会	
31日　常任委員長会

２月８日　第84回総務委員会	
14日　第127回監事会	
28日　第143回理事会

３月14日　第１次取水制限実施（20％カット）	
27日　	役員（理事）補欠選挙会	

第56回通常総代会
４月10日　取水制限全面解除
５月16日　吉野川総合開発香川用水事業推進協議会理事会

今後の予定
６月11日　第39回香川用水水口祭

所　属　財務課
氏　名　松原　泰斗

香川用水土地改良区の一員として、一日でも早く皆様のお役に立てるよう励んで
いく所存です。宜しくお願い致します。

所　属　管理課
氏　名　藤井　新
自覚と責任をもち、一つひとつの業務に全力で取り組みます。県民の皆様にとって
なくてはならない香川用水をもっと知ってもらうため、私自身も日々精進して
いきます。宜しくお願い致します。

香川用水土地改良区
　ホ－ムペ－ジアドレス：https://www.kagawayousui.com/　E-mailアドレス：t-kagawa@kagawayousui.com

第143回理事会

香川用水周知会（東讃）

事 務 局 だ よ り水土里ネット香川用水

　これまで新型コロナウイルスによる感染症拡大防止のため、規模を縮小して
開催しておりましたが、今年度より通常どおりの開催を予定しております。

新規採用職員の紹介

第39回香川用水水口祭の開催について
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